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平成２２年第２１６５号保険金請求事件

原告 ●●●●

被告 あいおい損害保険株式会社

準 備 書 面

平成２２年１２月２７日

札幌地方裁判所 民事第１部３係 御中

上記原告訴訟代理人弁護士

前 田 尚 一

同 高 田 知 憲

第１ 被告の主張に対する反論

被告は，《①本件事故では偶然性に疑義があり，本件約款第１条の支払条項に

該当》しない，《②被保険者の疾病により惹起されたものとして本件保険約款３

条１項５号により免責される》と主張するが，次のとおり，いずれも採用できな

い。

１ 被告は，《本件事故では偶然性に疑義があり，本件約款第１条の支払条項に該

当》しないとして，請求原因自体を争う。

そして，《本件事故は，亡Ａの前方不注視や居眠り運転等を原因とする偶然な

事故とみることは疑問がある》，《亡Ａの意思によらない不測の事態が衝突前に

既に生じていたことを窺わせるものと思われる》，《本件事故の異常な事故態様

に鑑みると，本件事故が外来性の要件を充たすとしても，糖尿病による低血糖状
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態で意識を消失し，本件事故に至ったと見られる》などの見解を述べている。

２ しかしながら，最高裁平成１９年７月６日第二小法廷判決・民集６１巻５号１

９５５頁は，疾病による傷害を免責事由として定めている災害補償共済規約の解

釈として，「（災害補償費の）請求者は，外部からの作用による事故と被共済者

の傷害との間に相当因果関係があることを主張，立証すれば足り，被共済者の疾

病を原因として生じたものではないことまで主張，立証すべき責任を負うもので

はない」と判示し，また，最高裁平成１９年１０月１９日第二小法廷判決・裁判

所時報１４４６号３５７頁は，疾病免責規定のない人身傷害補償特約の解釈とし

て，「保険金請求者は，運行事故と被保険者がその身体に被った傷害との間に相

当因果関係があることを主張，立証すれば足り，被保険者の傷害が疾病を原因と

して生じたものではないことまで主張，立証すべき責任を負うものではないと判

示している。

したがって，被保険者の疾病を問題としようとするのであれば，疾病免責規定

を基に抗弁として主張立証をしなければならず，請求原因自体を争うために，被

保険者の疾病を持ち出すのは全くの筋違いであるといわなければならない。

３ もっとも，前記最判はいずれも，外来性の要件との関係で説示されているもの

であるところ，前記１で引用した被告の反論内容に加え，（《……，本件事故が

外来性の要件を充たすとしても，……》）の表現に照らすと，被告は，請求原因

レベルでは，もっぱら偶然性の要件を争っているようである。

しかしながら，《「偶然性」とは，被保険者が原因または結果の発生を予知で

きないことであり，被保険者の故意に基づかないことと同義であって，被保険者

の自殺や闘争行為による傷害を除外する趣旨である。》（塩崎勤ほか編『保険関
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係訴訟』６２３頁【大島眞一】［平成２１年，民事法研究会］）。

なお，最高裁平成１３年４月２０日第二小法廷判決・民集５５巻３号６８２頁

［生保会社の災害関係保険］，同法廷判決・民集６１巻５号１９５５頁［損保会

社の普通傷害保険特約］について，損害保険契約に関する近時の一連の判例との

一貫性がないとか，平成２０年に制定された保険法との関係から，変更される可

能性も生じており，流動的な現状にあるといわれてなされる議論も（塩崎勤ほか

前掲６２２頁【大島眞一】，山下友信「保険法と判例法理への影響」『自由と正

義』平成１１年１月号３４頁），もっぱら故意免責との関係でされているもので

ある。

原告としては，上記各見解と偶然性の要件との関連，特に，被保険者の疾病を

被告が偶然性の要件との関連で持ちだしている意味が，全く理解できないところ

である。

そして，被保険者の疾病を，外来性の要件ではなく偶然性の要件との関係で持

ちだすことによって，上記最判が判示した主張立証責任に消長を来すというので

あれば，上記最判の趣旨を没却するものであって，失当であるというべきである。

４ なお，偶然性の要件については，実際の訴訟実務では，偶然性の立証について

保険金請求者側に厳格な証明を求めるものは少なく，むしろ保険者側がさまざま

な間接証拠を集めて免責事由を疑わせる立証に迫られるのが実情であり（塩崎ほ

か・前掲２０７頁【潘阿憲】），前掲最高裁平成１３年判決があるも，現実の裁

判では，保険者に対して，故意免責の立証を求めるのと同程度の反証を求めてい

るのが下級審の実情である（塩崎ほか・前掲４１４頁【川木一正】］）。

ちなみに，青森地裁八戸支部平成１８年６月２６日判決・判タ１２５８号２９
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５頁は，前掲平成１３年各判決の判示を前提として《しかしながら，保険金請求

者側で事故が偶然であること，すなわち被保険者の意思に基づかないというよう

な消極的な事実を立証することは実際上極めて困難であるから，保険金請求者に

偶然性の主張立証責任があるとしつつも，一定程度その立証の負担は軽減すべき

であり，人は一般に自らを傷つけるものではないという人の自己保存本能に基づ

く経験則から，保険金請求者において，保険事故を推認させる程度の一応の外形

的事実が立証されれば，保険者が前記推認を覆すに足りる事実，すなわち，自殺

を真に疑わせる事情を立証しない限り事故の偶然性を認定することができるもの

と解するのが相当である。》と判示している。

５ そして，《亡Ａの意思によらない不測の事態が衝突前に既に生じていた》とし

ても，単に，《本件の異常な事故態様に鑑みると》という表現を用いたところで，

直ちに《糖尿病による低血糖状態で意識を消失し，本件事故に至ったとみられる》

とまでいうことはできない。

前記のとおり，被告が如何なる意味で《本件事故では偶然性に疑義があ》ると

いうのか判然としないが，いずれにしても，被告が《本件の異常な事故態様》と

して述べる程度の事情では，本件において，偶然性の要件を充足することを妨げ

るものではない。

６ 以上の次第で，被告の《本件事故では偶然性に疑義があり，本件約款第１条の

支払条項に該当》しないとの主張は理由がなく，被告が支払を免れるためには，

《被保険者の疾病により惹起されたものとして本件保険約款３条１項５号により

免責される》との抗弁主張を立証するほかない。

しかしながら，被告の同主張は，単に一方当事者の推測の域をでるものではな

いこと，被告は《運転席には亡Ａの姿はなかった》などとＢＢ（以下「Ｂ」とい

う。）の供述を有利に援用するが，同人は亡Ａにとっては加害者にあたる立場で
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あって，同供述は，本件について的確な証拠ということはできない。

そして，医師辻田孝輔の意見（甲８）によれば，かえって本件事故が糖尿病に

よるものではないことが認められ，被告の同主張は理由がないといわざるを得な

い。

第２ 被告に対する求釈明

被告は，特殊調査報告書（乙２）を提出したところ，同報告書の１１９頁以下

に「事故状況のシミュレーション」を掲載しているが，シミュレーションは，本

件事故が第１走行車線で発生したものとしてがされたものである。

しかるに，Ｂは本件事故が第２走行車線で発生したものと供述しており（乙２

の２９４頁），これと乖離してするシミュレーションでは，本件事故の真の原因

を明らかにすることはできない。

そこで，捜査機関の実施した実況見分などの刑事記録を検討する必要があると

考えられるが，証拠収集のために文書送付嘱託などの対処を採るためには，被告

において把握していると推察される事項が明らかになることが不可欠であり，原

告は，被告に対し，次の事項について釈明することを求める。

１ Ｂが本件事故に関して起訴されたかどうか，起訴された場合，判決が確定した

かどうか。

２ Ｂが本件事故に関し起訴された場合の裁判所，事件番号など事件を特定する事

項

３ Ｂが本件事故に関し起訴されなかったた場合の不起訴の内容，被疑事件番号な

ど捜査機関における事件を特定する事項

以上
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